
 

 

 

 

 

 
 

 

【１】趣旨・目的 

建築主等は中高層建築物・特定用途建築物（ぱちんこ屋・カラオケボックス等）・ワンルーム

マンションの建築等の計画において、地域の特性に配慮した建築計画を行うとともに、その

建築計画を事前に公開し、近隣関係住民等への事前説明等により紛争を予防し、紛争に至った

場合においては、あっせん及び調停制度を活用し、迅速かつ適正に紛争を調整することにより、

良好な近隣関係を保持し、併せて地域における住環境の保全及び形成に資することを目的と

しています。 

 

【２】対  象 

＜中高層建築物＞ 

建築基準法による建築物の高さが１０ｍを超える建築物、又は地上４階以上の建築物。   

ただし、第１種・第２種低層住居専用地域内での計画、都市計画法第２９条の開発許可又は  

開発許可と同規模以上に係る計画にあっては、地上３階以上（高さが１０ｍ以下の一戸建専用

住宅を除く）の建築物が対象となります。 
 
＜特定用途建築物＞ 

ぱちんこ屋・カラオケボックス等の用途に供する建築物 
 
＜ワンルームマンション＞ 

独立した居室を２以上有しない２５㎡未満の住戸を８戸以上有する共同住宅 

 

【３】事前説明対象範囲 

＜中高層建築物・ワンルームマンション＞ 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が、建築物の高さの２倍の範囲内における

土地所有者・建物所有者及び占有者を対象としております。 
 
＜特定用途建築物＞ 

敷地の周囲５０ｍの範囲内における土地所有者・建物所有者及び占有者を対象としております。 

 

【４】届出及び報告 

中高層建築物等の建築等の計画概要を表示した標識を計画敷地に設置後、標識設置届出書を市に

提出し、近隣関係住民等への事前説明を行い、その結果を報告書により提出していただくことにな

ります。これらの手続きは、建築確認や開発関連手続きの５０日前までに行う必要があります。 

 

詳しいことは、下記までお問い合わせください。 

 

 
中高層建築物等の事前説明について 
（豊中市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例） 

 

問い合わせ先 
 

 豊中市 都市計画推進部 建築安全課 建築調整係 

 第二庁舎 ５階 ℡ ０６－６８５８－２１１６ 

豊中市都市計画推進部 


